
 

 

     ② 我が国における環境政策情報に関するポータルサイトの構築等 

③ 海外に対する情報発信の強化 

④ ＩＴ の活用による情報提供の展開 

⑤ 環境情報の信頼性、正確性の確保等 

⑥ 情報収集の計画段階における情報提供のあり方に関する検討 

⑦ 「見える化」等のための効果的な取組方法の検討実施 

⑧ 関係団体との連携協力 

 

（３）環境情報戦略の進捗状況について 

今回環境省が行ったフォローアップ調査では、上記（２）に挙げた当面優先して取り組む

施策の進捗状況の調査を行うとともに、同施策について平成 22 年度に実施を予定している

具体的な業務の内容についても、併せて調査を行いました。 

今回のフォローアップ調査の結果からは、各項目について一定の進展があったことが確認

されました（各項目の具体的なフォローアップ調査の結果は別表１のとおり）。 

特に、以下の項目については、新たなホームページの立ち上げや、環境と経済に関する新

規情報の収集が進むなど、大きな進展が見られました。 

○ 環境情報の収集、整理、提供に関する国際協力ネットワークの強化・構築 

・平成 21 年度は、日中韓三カ国環境大臣会合（ＴＥＭＭ）及びクリーンアジア・イ

ニシアティブ（ＣＡＩ）のホームページの作成を行い、ＴＥＭＭホームページにつ

いては、平成 22 年５月１日に、ＣＡＩホームページについては７月１日に、それ

ぞれ公開を行った。また、ＣＡＩニュースレターの発行を行うなど、各種情報発信

を行った。 

○ 環境と経済社会活動等に関する情報の提供強化 

・環境と経済社会活動に関する情報提供について、環境経済情報を体系的に整備した

「環境経済情報ポータルサイト」を構築しており、平成 22 年度よりインターネッ

トによる情報提供を開始する予定。 

・また、環境産業関連企業の景況感等に関する調査「環境経済観測」を試行実施する

とともに、環境産業に係る市場・雇用規模を推定し、公表した。 

○ 我が国における環境政策情報に関するポータルサイトの構築等 

・環境省において、我が国における環境政策情報に関するポータルサイトの作成につ

いて、サイトの構成や内容等について検討を行った。平成 22年度内の早い時期に、

関係府省との連携をとりつつ、ポータルサイトの運用を開始する。 

○ 海外に対する情報発信の強化 

・公害関連情報を環境省ＨＰ上（英語版）で一体的に提供することを念頭に、関連す

る情報を提供しているサイトの情報を、典型７公害を基準として、収集・整理した。

また、公害関連情報の環境省ＨＰ上での発信を、平成 22 年度内に速やかに行う。 

 他方、標準的フォーマットによる提供情報の信頼性・正確性の確保等、また環境省と地方

公共団体等との連携協力、関係団体との連携協力の項目については、検討が始まった段階な

いしは検討実施検討中の段階であることが明らかになりました。取組みの強化が必要です。 

 また、戦略の掲げる項目に関し、さらに優先順位を明確にすべきこと、情報ユーザーの利
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用の状況や要望を情報発信者へフィードバックする仕組みを考えるべきこと等の課題も明

らかになりました。 

 

今回行ったフォローアップ調査の結果を関係省庁と共有しつつ、環境情報戦略連絡会等を

通じて関係省庁との連携を深めながら、環境情報戦略に定める施策の着実な実施を、引き続

き推進していくことが必要です。 

なお、今回のフォローアップは、主として、戦略の中で、当面優先的に取り組む施策とし

て掲げた項目について、定性的に取組み状況を点検することを内容とするものでした。今後、

フォローアップの進め方について、さらに検討するとともに、第四次環境基本計画の検討に

資するため、この検討にもとづいて平成 23 年度も臨時的に、当面優先して取り組む施策に

係るものの進行管理に必要な調査を実施することが必要です。 
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

・公的統計の整備に関
する基本的な計画（平
成21年３月13日閣議決
定）に示された環境統
計の整備に関する事項
を着実かつ計画的に実
施する。

（別表２に記載） （別表２に記載）

・環境と経済に関する
政策研究を実施する体
制を整備する。同体制
の下、環境と経済社会
活動に関する情報の充
実を図る。

○最近の行政課題を踏まえて８つの研
究分野について研究課題を公募し、13
課題を採択。いずれも平成21～23年度
の３ヶ年計画で、研究者と環境省担当
官の密接な連携により研究を進めてい
るところであり、すでに地球温暖化対
策に係る中長期ロードマップの検討等
において研究成果の活用が始まってい
る。

○新規研究課題２～３課題を公募する
（研究期間：２ヶ年）。

○平成21年度に採択した13課題の研究
を実施する。

・効果的な施策の企
画、実施に資するよ
う、国全体から個別の
経済主体まで、各レベ
ルでの環境負荷の実態
等、現在十分把握され
ていない必要な環境情
報の収集の強化を図
る。

○家庭部門の二酸化炭素排出実態を把
握するための調査について、平成22年
度からの調査開始に向けた予算措置、
調査方法の検討、関係省庁との調整等
を行った。

○家庭部門の二酸化炭素排出実態を把
握するための実測調査を開始する。調
査結果を踏まえ、実態把握調査手法の
検証等を実施する。

５（１）②
国土の自然
環境に関す
る情報収集
の強化

・第３生物多様性国家
戦略(平成19年11月27
日閣議決定)に基づ
き、自然環境保全基礎
調査及び重要生態系監
視地域モニタリング推
進事業（モニタリング
サイト1000）を一層推
進する。

○自然環境保全基礎調査において、植
生調査（植生図の作成）、哺乳類生息
状況調査を実施した。

○モニタリングサイト1000において、
高山帯、森林・草原、里地里山、湖
沼・湿原、砂浜、磯、干潟、アマモ
場、藻場、サンゴ礁、小島嶼の各調査
サイトにおいて調査を実施した。

○自然環境保全基礎調査については、
植生図の作成等を実施する。

○モニタリングサイト1000について
は、高山帯、森林・草原、里地里山、
湖沼・湿原、砂浜、磯、干潟、アマモ
場、藻場、サンゴ礁、小島嶼の各調査
サイトにおいて継続的に調査を実施す
る。

・生物多様性・生態系
に係るデータを始め、
各地域の自然環境の状
況や経済社会活動がこ
れらの環境に与える影
響について継続的な状
況把握を行い、データ
の充実を図る。

○環境省により設置された「生物多様
性総合評価検討委員会」において、日
本における生物多様性の総合評価をと
りまとめるために検討会を３回実施し
た。

○自然環境保全基礎調査及びモニタリ
ングサイト1000等の調査を実施するこ
とにより、我が国に生息・生育する動
植物種の分布に関する情報を収集し
た。

○平成20年度に環境省により設置され
た有識者からなる検討委員会である
「生物多様性総合評価検討委員会」に
よる「生物多様性総合評価報告書」を
とりまとめ、公表する。

○自然環境保全基礎調査及びモニタリ
ングサイト1000等の調査を実施するこ
とにより、我が国に生息・生育する動
植物種の分布に関する情報を収集す
る。

別表１　

５（１）①
環境と経済
社会活動に
関する情報
収集の強化
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

・生物多様性・生態系
の状況を経年的に把握
するため、環境省始め
関係府省が連携し、衛
星データ等も活用しな
がら、生物多様性の総
合監視システムの構築
を進める。

○衛星データによる、植生図作成手法
の効率化等について、検討を実施し
た。

○衛星データによる、植生図作成手法
の効率化等について、引き続き検討す
る。

・地方公共団体におい
ても、政府機関に準
じ、地域の実情に応じ
た自然環境の状況デー
タの計画的な把握を
行っていくことが期待
される。

○自然環境に関する調査研究を行って
いる国及び都道府県等の機関相互の情
報交換を促進するため、自然系調査研
究機関連絡会議（ＮＯＲＮＡＣ）を開
催した。

○自然環境に関する調査研究を行って
いる国及び都道府県等の機関相互の情
報交換を促進するため、昨年度に引き
続き、自然系調査研究機関連絡会議
（ＮＯＲＮＡＣ）を開催する。

・我が国の政策作りや
過去の公害克服経験を
内外の政策立案者へ発
信すること等に資する
よう情報アーカイブの
構築に努める。このた
め、国立国会図書館支
部環境省図書館の電子
化等を進める。

○環境省図書館の現状確認、図書館の
電子化等に関する技術動向等の情報収
集、整理を行った。

○歴史的資料等保有機関の指定に向け
た規定の改正や運営について検討を
行った。また、指定の要件となる保有
資料の目録を作成した。

○所蔵書誌情報のデジタル化、媒体変
換等、図書館の電子化の実施方策の検
討を行っていく。

○平成22年４月に歴史的資料等保有機
関指定を受けたことを踏まえ、水俣病
に関する資料の公開を行うとともに、
適切な運営と一般に向けた広報活動を
行う。

・情報アーカイブを構
築するための検討を実
施する。

○環境省図書館の現状確認、情報アー
カイブの構築に関する技術動向等の情
報収集、整理を行った。

○国立国会図書館並びに先行する他図
書館との情報交換を行い、情報の公開
方式、適用範囲等、情報アーカイブの
構築に係る検討を行っていく。

５（１）③
情報アーカ
イブの構築

○我が国周辺水域の水産資源について
適切な資源回復・資源管理を推進して
いくため、水産資源の動向を的確に把
握し、評価することが極めて重要であ
ることから、農林水産省において、
「我が国周辺水域資源調査推進事業」
を実施し、主要水産生物について資源
調査を行い、その結果を資源回復・資
源管理施策等の基礎データとして活用
した。

○東京湾等における藻場、干潟に生息
する生物モニタリング調査結果等の
データを更新した。

○日本海洋データセンター（ＪＯＤ
Ｃ）では、我が国の総合的海洋データ
バンクとして、国内外の各機関の海洋
観測データの有効利用を図るため、各
種海洋データ・情報を一元的に収集・
管理・提供した。

○海洋生物・生態系等に関する既存情
報の収集整理、浅海域生態系のモニタ
リング調査、既存保全施策等のレ
ビュー、戦略策定方針決定等を実施し
た。

○引き続き農林水産省において、「我
が国周辺水域資源調査推進事業」を実
施し、主要水産生物について資源調査
を行い、その結果を資源回復・資源管
理施策等の基礎データとして活用す
る。

○藻場・干潟・サンゴ礁等の浅海域生
態系のモニタリング調査を実施する。
また、藻場、干潟等に生息する生物等
のモニタリング調査等のデータを速や
かに更新する。

○日本海洋データセンター（ＪＯＤ
Ｃ）では、海洋生物データを、海洋生
物種を分類学上の体系に基づきコード
化した「海洋生物分類データ」と、海
洋調査機関等から提供された観測デー
タを収録した「海洋生物観測データ」
の各々のデータベースにより管理して
いる。引き続きデータベースの充実を
進める。

○海洋における海洋生物に関する科学
的データの基礎整備を関係府省の連携
のもとに推進する。

・環境省始め関係府省
間の情報交換により、
沿岸域を含む海洋にお
ける生物多様性に関す
る総合的なデータを整
備する。
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

・保存情報の検索等、
利用サービスの開始を
目指す。
また、内外の環境情報
に係るサイトとのリン
ク等、情報アーカイブ
についてのポータルサ
イトを構築する。
その際、インターネッ
ト普及以前の環境情報
の電子化、蓄積も推進
する。

○環境省図書館の現状確認、情報検索
等に関する技術動向等の情報収集、整
理を行った。

○環境省図書館の電子化及び情報アー
カイブの検討を踏まえ、ポータルサイ
トのあり方等の検討を行っていく。

５（１）⑤
環境省と関
係府省及び
地方公共団
体等との連
携協力

・本戦略を推進するた
め、環境基本計画の点
検プロセスの利用を含
め、関係府省及び地方
公共団体との会議の設
置等を検討する。役割
分担を明らかにしつ
つ、ＰＤＣＡサイクル
に基づき情報整備に関
する施策を連携協力し
て推進する。

○環境省企画調査室内において検討を
進めているが、地方公共団体との会議
の設置には至っていない。

○環境省と関係府省との連携協力につ
いては、環境情報戦略関係府省連絡会
の開催を通じて、情報の共有を含め、
適切に行っていく。

○地方公共団体との会議の設置の必要
性を含め、国と地方との連携協力のあ
り方について検討を深める。

５（１）⑥
環境情報の
質の向上に
向けた取組

・OECD環境政策委員会
環境情報・アウトルッ
クワーキンググループ
等における国際的な議
論の動向を踏まえ、⑤
に基づく環境省と関係
府省及び地方公共団体
との会議等の場を通じ
連携協力を確保しつ
つ、環境情報の収集プ
ロセスや頻度の適正化
等によって情報の質の
向上が図られるよう検
討する。

○平成21年11月に開催されたＯＥＣＤ
環境政策委員会環境情報・アウトルッ
クワーキンググループに参加をし、情
報収集を行った。

○引き続き、ＯＥＣＤ環境政策委員会
環境情報・アウトルックワーキンググ
ループへの参加を行い、積極的な情報
収集を行うと共に、環境情報戦略の遂
行に必要な情報については、関係府省
との情報共有を図っていく。

５（１）③
情報アーカ
イブの構築

５（１）④
標準的
フォーマッ
トによる提
供情報の信
頼性、正確
性の確保等

・一次情報の利用を円
滑にするため、その収
集の際に標準的フォー
マットによるメタデー
タ（作成者のほか、
データ収集方法、更新
頻度、最終更新日等を
含む）を整備して提
供、保存することによ
り、データ相互間にお
ける信頼性等の比較検
討を可能とする。この
ため、関連する専門家
の意見を聴きつつ、メ
タデータの標準的
フォーマットを作成
し、関係府省等におけ
る普及を図ること等を
検討する。

○国立環境研究所で行われた取組を参
考に、引き続きメタデータのフォー
マットに関する検討を進めていくこと
とした。

○なお、国立環境研究所のメタデータ
に関する対応状況は以下のとおり。
　・国内標準であるＪＭＰ２．０を参
考に、そのサブセット的な位置付けで
メタデータの整備を実施。
　・ただし、現行はＸＭＬ形式ではな
く、リレーショナル・データベースで
管理している。

○国立環境研究所で行われている取組
を参考に、引き続きメタデータの
フォーマットに関する整備の可能性に
ついて、各府省庁と協議を行う。
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

５（１）⑦
環境情報の
収集、整
理、提供に
関する国際
協力ネット
ワークの強
化・構築

・海外の環境の状況や
取組に関する情報収集
の強化、推進を図る。
そのため、海外で公開
されている情報に加
え、国際機関、外国の
環境行政機関、環境関
係の団体等との人的つ
ながりにより入手する
オリジナルの情報を含
め、海外の環境に関す
る情報の整備、蓄積及
びその活用を図ってい
く。

○経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）や国
連環境計画（ＵＮＥＰ）等の国際機関
が開催する各種環境関連の国際会議へ
の出席、各国からの要人来訪の積極的
な受け入れ、在京各国大使館の環境ア
タッシェ等との交流等を通じて、海外
の環境の状況や諸外国の環境政策等に
関する情報の収集、蓄積を行った。

○海外の環境の状況や取組に関する情
報収集の強化、推進を図った。具体的
には、在外公館を通じて各種環境関連
情報を積極的に収集し、これらを国際
会議への対応や各種国内施策に活用し
た。

○引き続き、国際会議への参加、要人
来訪の受け入れ、在京各国環境アタッ
シェ等との交流を進めていく。

○平成21年度に引き続き、海外におけ
る環境情報の収集強化のため、在外公
館との間での積極的な情報交換及び国
連環境計画（ＵＮＥＰ）や各条約事務
局を始めとする関係国際機関との連携
強化に努める。また、収集した情報は
適宜、関係府省との共有に努める。

・第３回地球観測サ
ミット（平成17年２月
16日）において採択さ
れた全球地球観測シス
テム(ＧＥＯＳＳ)10年
実施計画に基づき,地
球観測情報の国際的な
共有に向けた情報の収
集、整理、提供を引き
続き推進する。

○各国の国家地図作成機関と協力して
地球地図のデータ整備を行うと同時
に、地球地図の整備・利活用促進のた
めに地球地図の仕様を改訂した。

○気象庁においては、アジアにおける
中核的な気象機関として、全世界的に
標準化された気象観測、データ処理・
データ交換のネットワークを通じ、引
き続き気象、気候分野における情報の
収集、整理、提供を実施した。

○文部科学省がとりまとめた調査結果
等をもとに引き続き、情報収集、整
理、提供を実施した。

○地球地図の整備を進めるとともに途
上国への技術支援等を行う。

○気象庁においては、アジアにおける
中核的な気象機関として、全世界的に
標準化された気象観測、データ処理・
データ交換のネットワークを通じ、引
き続き気象、気候分野における情報の
収集、整理、提供を実施する。

○文部科学省が取りまとめる調査結果
をもとに、情報収集、整理、提供を実
施する。

・国境を越える環境汚
染等の問題について、
クリーンアジア・イニ
シアティブ等の情報収
集及び利用のための国
際協力ネットワークの
構築を目指す。これに
向け、環境省において
は、アジアを中心とす
る国際協力の枠組みの
全体像を把握し、その
結果について情報の共
有を図ること等を関係
府省と連携して検討す
る。

○21年度は、日中韓三カ国環境大臣会
合（ＴＥＭＭ）及びクリーンアジア・
イニシアティブ（ＣＡＩ）のホーム
ページの作成に向けて必要な検討を
行った。また、ＣＡＩニュースレター
の発行を行うなど、各種情報発信を
行った。

○日中韓三カ国環境大臣会合（ＴＥＭ
Ｍ）及びクリーンアジア・イニシア
ティブ（ＣＡＩ）のホームページを、
それぞれ、平成22年５月１日、平成22
年７月１日に公開した。引き続き、関
係省庁と連携しつつ、今後の情報収集
のあり方や公開方法について検討を行
うと共に、情報収集等のための各種調
査を行う。また、21年度で調査した報
告書等については、これを関係部署及
び関係省庁と共有を図るとともにホー
ムページに公開する。
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

５（２）①
環境と経済
社会活動等
に関する情
報の提供強
化

・（１）に基づく取組
により収集された環境
と経済社会活動等に関
する情報提供を、環境
情報の利用に関するア
ンケート調査結果等を
踏まえ、強化する。そ
の際、パンフレット等
の紙媒体とインター
ネットウェブやメール
マガジン等の電子媒体
の利用とのベストミッ
クスにも配慮する。

○環境と経済社会活動に関する情報提
供について、環境経済情報を体系的に
整備した「環境経済情報ポータルサイ
ト」を構築しており、平成22年度より
インターネットによる情報提供を開始
する予定。また、環境産業関連企業の
景況感等に関する調査「環境経済観
測」を試行実施するとともに、環境産
業に係る市場・雇用規模を推定し、公
表した。

○自然環境保全基礎調査等で収集した
自然環境に関する情報について、情報
の更新、ウェブでの閲覧機能の改良等
を行い、情報提供の機能を強化した。

○環境と経済社会活動に関する情報提
供について、①環境経済情報ポータル
サイトによる情報提供を開始するとと
もに、追加コンテンツを検討、②「環
境経済観測」の本格実施、③環境産業
市場・雇用規模の推定を行う。

○自然環境保全基礎調査等で収集した
自然環境に関する情報について、情報
の更新を図りつつ、ウェブ等を利用し
た情報提供を継続する。

・環境省のホームペー
ジ上に、政策課題別に
関連情報を統一的に提
供するポータルサイト
の構築についての検討
を開始する。

○環境省において、我が国における環
境政策情報に関するポータルサイトの
作成について、サイトの構成や内容等
について検討を行った。また、同検討
内容について、第８回環境情報専門委
員会において進捗報告を行った。

○平成21年度に行なった、我が国にお
ける環境政策情報に関するポータルサ
イトの作成に関する検討を踏まえ、関
係府省との連携をとりつつ、平成22年
度内の早い時期に同ポータルサイトの
運用を開始する。

・同ホームページ利用
者からのサイトに関す
る意見等を踏まえて、
利用主体別のサイトの
計画的な構築について
検討を行う。

○環境省において、我が国における環
境政策情報に関するポータルサイトの
作成に当たって、同サイトのページ案
等に対するＷＥＢアンケート調査を行
い、利用者主体別・利用頻度別の幅広
い意見を受けた。

○平成22年度に運用を予定している我
が国における環境政策情報に関する
ポータルサイトについて、利用者の
ニーズを把握するための調査を行い、
同ポータルサイトによる情報発信の改
善を図る。

５（２）②
我が国にお
ける環境政
策情報に関
するポータ
ルサイトの
構築等

５（１）⑧
ITの活用

・ＩＴや各種センサー
の開発普及状況を踏ま
え、環境分野の政策立
案及び実施の参考とな
る情報基盤の構築に有
用なＩＴの活用強化に
ついて検討する。その
検討結果を踏まえ、環
境省始め関係府省等に
おける情報システムの
更新等の機会に、これ
ら技術の汎用性等に配
慮しつつ、導入の可
否、適否について検討
した上で、導入可能な
ものについて、実施を
促進する。

○環境省において、我が国における環
境政策情報に関するポータルサイトの
作成について、サイトの構成や内容等
について検討を行った。また、当該検
討に併せて、同サイトのページ案等に
対するＷＥＢアンケート調査を行い、
利用者主体別・利用頻度別の幅広い意
見を受けた。

○昨年度に引き続き、我が国における
環境政策情報に関するポータルサイト
に関して、利用者のニーズ等の調査を
行い、幅広く同ポータルサイトの改善
に資する情報の収集を図る。

○ＩＴの活用強化に当たっては、以下
の国立環境研究所の取組を参考にしつ
つ、進めていく。
・環境情報メディア「環境展望台」で
は、情報源情報の登録から検索までの
一連のプロセスをシステムとして持っ
ている。
・ＷｅｂＡＰＩが公開されているの
で、「環境展望台」の検索機能を他の
サイトでも利用することができ、環境
展望台で収集した情報は、同サイトだ
けでなく、様々な流通経路を通して配
信可能となっている。
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

５（２）③
海外に対す
る情報発信
の強化

・環境省のホームペー
ジ等における海外向け
の情報サイトを通じ、
我が国の公害克服経験
や環境政策の最新の動
向及び企業、ＮＰＯ等
による環境保全活動や
国際機関による我が国
の環境政策の評価等に
関する情報の英語等で
の発信を強化してい
く。

○公害関連情報を環境省ＨＰ上（英語
版）で一体的に提供することを念頭
に、関連する情報を提供しているサイ
トの情報を、典型７公害を基準とし
て、収集・整理した。

○日本の環境政策が客観的に評価され
ている情報を提供するため、ＯＥＣＤ
が1994年と2002年に行った対日環境保
全成果レビューの内容の整理を行っ
た。

○平成21年度において行った検討結果
を基に、公害関連情報の環境省HP上で
の発信を、平成22年度内に速やかに行
う。

○平成22年に行われたＯＥＣＤによる
対日環境保全成果レビューの内容を整
理し、公害関連情報の環境省ＨＰ上で
の提供と共に、発信を行う。

・ＩＴ新改革戦略（平
成18年１月19日ＩＴ戦
略本部決定）等を踏ま
え、情報提供に向けた
行政部内における情報
の作成、編集過程の効
率化、利用者による利
用の向上を図るため、
ＩＴを積極的に活用す
る。

○収集した環境情報や環境に配慮した
取組について、例えば以下のような形
で、ＨＰ等のＩＴ技術を活用して情報
発信を行った。
・交通管制システムにより収集、分析
したデータを交通情報として、カーナ
ビ、携帯電話、インターネット等を活
用して広く提供した。
・環境配慮の方針，環境物品等の調達
及び温室効果ガス等の排出の削減に配
慮した契約を行い，その情報をHP上で
公開した。

○環境省が行う利用者主体別の環境情
報に関するアンケート調査結果等を環
境情報戦略連絡会を通じて共有を図る
とともに、同アンケート結果等を踏ま
え、関係府省の協力の下、環境省が設
置を予定している環境情報の一元的な
提供を行うポータルサイトの利用性の
向上を図る。

・特に、ＧＩＳについ
て、利用の向上や新た
な検索技術との連携等
に関し必要な調査を実
施し、その成果の活用
を図る。また、個々の
情報が有する意味の関
連性をたどって検索で
きる手法等について、
現在開発が進められて
いるデータの統合や解
析を行うシステム等を
参考としつつ検討を実
施する。

○先行事例等の技術的な要素の情報収
集を行い、実施策として適用可能性の
評価を行った。

○文部科学省において、地球観測デー
タ、気候変動予測データと社会経済情
報の統合解析によって科学的・社会的
有用な情報を提供する「データ統合・
解析システム」の構築を進めた。

○ＧＩＳに関する機能、データ仕様等
について整理し、利用のための検討を
行っていく。

○文部科学省は、前年度に引き続き
「データ統合・解析システム」の構築
を実施する。

５（２）④
ITの活用に
よる情報提
供の展開

５（２）②
我が国にお
ける環境政
策情報に関
するポータ
ルサイトの
構築等

・環境省始め関係府
省、地方公共団体、公
的研究機関（大学等を
除く）のホームページ
内の関連ページ同士の
リンクを緊密にするこ
とを通じ、ワンストッ
プで情報（源）がわか
るような仕組みの構築
を進める。

○我が国における環境政策情報に関す
るポータルサイトの構築に併せて検討
を行い、地方公共団体のポータルサイ
トである「知恵の環　地域環境行政支
援情報システム」や、国立環境研究所
及び地方環境研究所といった公的研究
機関のサイトとの連携・相互リンク等
を検討していくこととした。

○我が国における環境政策情報に関す
るポータルサイトの運用にあたって、
地方公共団体のポータルサイトである
「知恵の環　地域環境行政支援情報シ
ステム」や、国立環境研究所及び地方
環境研究所といった公的研究機関のサ
イトとの連携・相互リンク等を検討し
ていくとともに、利用者のニーズを踏
まえつつ、ワンストップで環境情報が
取得できる仕組みのあり方を検討す
る。

○同検討を行うに当たっては、国立環
境研究所の以下の状況を踏まえて行っ
ていく。
・情報源情報の検索システムとして、
環境情報メディア「環境展望台」の
「検索・ナビ」が公開された。
・情報源情報の検索を補完する目的
で、「検索・ナビ」に、クローラによ
る横断検索機能が組み込まれている。
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

５（２）⑤
環境情報の
信頼性、正
確性の確保
等

・環境情報の信頼性、
正確性等を確保するた
め、当面特に取り組む
施策として、グリーン
購入の信頼回復と適正
化に向けた対応を進め
る。

○グリーン購入の普及拡大に不可欠な
特定調達品目の信頼性確保に資するた
め、古紙配合率及び再生プラスチック
配合率に関する科学的調査手法の検討
及び適合性評価を行う際に参照すべき
法令、指針、規格等の整理を行った。
また、古紙配合率については検証も実
施した。

○前年度に引き続き、再生プラスチッ
クの科学的調査手法の検討と100検体程
度の検証を実施する予定。また、前年
度に実施した古紙パルプ配合率の検証
結果を検討会に諮問の上、一般に情報
提供するとともに、事業の成果を活用
した「信頼性確保のためのガイドライ
ン」を策定・公表予定。

５（２）⑦
「見える
化」等のた
めの効果的
な取組方法
の検討実施

・温室効果ガス排出量
の「見える化」等に関
する効果的な情報提供
についての取組方法を
検討し、実施する。

○環境省では、近年増加傾向にある家
庭部門の温室効果ガス排出量削減に向
けて、国民の環境行動を促進するた
め、温室効果ガス排出削減に資する製
品・サービスの購入・利用や行動に対
して、経済的なインセンティブとなる
ポイントを付与するエコ・アクショ
ン・ポイントのモデル事業を実施。平
成21年度においては、公募により全国
型モデル事業３件・地域型モデル事業
６件を採択し実施した。

○環境省において、「見える化」によ
る温室効果ガスの削減効果の把握のた
めの調査を行った。

○農林水産省においては、消費者に
とって理解しやすく、生産者等が取り
組みやすい表示となるよう農産物等の
見える化手法について検討。

○平成21年度より、農林水産省、経済
産業省、国土交通省及び環境省が連携
して、製品の温室効果ガス排出量を見
える化するカーボンフットプリント制
度試行事業を実施。

○カーボンフットプリントマーク貼付
の許諾が認められた製品は91件となっ
ている。

○昨年度に引き続き、エコ・アクショ
ン・ポイントのモデル事業を実施す
る。平成23年度以降、経済的に自立し
た民間主導のエコポイントビジネスと
して展開していくことを目指し、より
多くの消費者や企業に対して参加を呼
び掛けるなど、エコ・アクション・ポ
イントの普及促進に努める。

○「見える化」による温室効果ガスの
削減効果及び効果的な削減のための情
報提供の在り方について、実測調査に
より検証する。また、家庭・業務部門
における、ＣＯ２排出実態の測定方法
についても併せて検討する。

○農林水産業由来の排出に関する基礎
的データの整備等、生産者が見える化
に実際に取り組むにあたっての環境整
備を行う。

○カーボンフットプリント制度におい
ては、21年度試行事業を踏まえて、消
費者・事業者が取り組みやすいよう制
度の構築・改善を図る。

５（２）⑥
情報収集の
計画段階に
おける情報
提供のあり
方に関する
検討

・収集した情報を利用
者にわかりやすく加工
して提供するため、情
報収集の計画段階か
ら、データを収集した
機関において、情報管
理者、コーディネータ
の役割を意識した取組
がなされるようにす
る。このため、当該情
報を必要とするグルー
プや情報の使われ方を
踏まえて適切な内容と
提供方法にするための
検討項目のリスト化に
ついて検討し、その成
果を政府全体に普及さ
せることを検討する。

○環境情報の各利用主体が、現在の環
境情報の提供状況にどのようなニーズ
や不満を持っているのかを明らかにす
るため、ＷＥＢアンケート調査を行
い、利用者主体別・利用頻度別の幅広
い意見を受けた。

○昨年度に引き続き、利用者の環境情
報に対するニーズ等の調査を行ってい
く。

148



項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

５（２）⑧
関係団体と
の連携協力

・本戦略の推進に係る
関係団体との会議の設
置等を検討する。それ
により、関係団体との
役割分担を明らかにし
つつ、連携協力の下、
本戦略に基づく施策を
実施する。

（平成22年度から検討実施予定） ○関係団体との役割分担、連携協力、
本戦略に基づく施策の効果的な実施の
観点から、関係団体との会議のあり方
について検討を行う。
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別
表

２
項

　
目

具
体

的
な

措
置

、
方

策
等

担
当

府
省

実
施

時
期

平
成

2
1
年

度
中

の
検

討
状

況
又

は
進

捗
状

況
平

成
２

２
年

度
に

実
施

を
予

定
し

て
い

る
施

策
等

○
　

気
象

庁
と

協
力

し
て

、
同

庁
が

作
成

す
る

気
候

統
計

を
活

用
し

て
気

候
変

動
に

関
す

る
科

学
的

分
析

や
国

民
へ

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

環
境

省
平

成
2
1
年

度
か

ら
実

施
す

る
。

○
気

象
庁

が
作

成
す

る
気

候
統

計
を

活
用

し
、

文
科

省
、

気
象

庁
と

共
同

で
2
0
0
9
年

1
0

月
に

「
温

暖
化

の
観

測
・
予

測
及

び
影

響
評

価
統

合
レ

ポ
ー

ト
」
の

作
成

、
公

表
を

す
る

な
ど

気
候

変
動

に
関

す
る

科
学

的
分

析
・

普
及

啓
発

を
行

っ
た

。

○
気

象
庁

が
作

成
す

る
気

候
統

計
を

活
用

す
る

な
ど

し
て

、
気

候
変

動
に

関
す

る
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
を

行
う

な
ど

、
気

候
変

動
に

関
す

る
科

学
的

分
析

や
国

民
へ

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

○
　

関
係

府
省

と
協

力
し

て
、

こ
の

数
年

内
に

、
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

及
び

吸
収

に
関

す
る

統
計

デ
ー

タ
の

充
実

や
気

候
変

動
に

よ
る

影
響

（
人

間
、

農
作

物
、

建
築

物
等

）
に

関
す

る
統

計
を

整
備

す
る

。

環
境

省
平

成
2
2
年

度
か

ら
実

施
す

る
。

○
環

境
省

に
お

い
て

設
置

し
て

い
る

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
算

定
方

法
検

討
会

等
に

お
い

て
関

係
府

省
と

協
力

し
て

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
・
吸

収
量

の
算

定
に

用
い

る
統

計
デ

ー
タ

の
充

実
や

統
計

デ
ー

タ
の

と
り

ま
と

め
の

早
期

化
に

つ
い

て
検

討
を

行
っ

た
。

今
後

も
、

同
検

討
会

等
に

お
い

て
引

き
続

き
検

討
を

進
め

て
い

く
予

定
。

○
温

室
効

果
ガ

ス
イ

ン
ベ

ン
ト
リ
及

び
議

定
書

補
足

情
報

の
作

成
に

当
た

っ
て

、
算

定
方

法
及

び
使

用
デ

ー
タ

の
確

認
・
検

討
、

統
計

・
文

献
調

査
等

の
情

報
収

集
・
検

討
を

行
っ

た
。

今
後

は
吸

収
・
排

出
量

の
算

定
及

び
品

質
管

理
を

進
め

て
い

く
予

定
。

○
温

室
効

果
ガ

ス
排

出
量

算
定

方
法

検
討

会
を

開
催

し
、

排
出

量
算

定
方

法
や

排
出

係
数

の
見

直
し

を
引

き
続

き
実

施
す

る
予

定
。

○
専

門
家

に
よ

る
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

を
設

置
し

、
気

候
変

動
に

よ
る

影
響

（
人

間
、

農
作

物
、

建
築

物
等

）
に

関
す

る
統

計
整

備
の

検
討

を
実

施
す

る
。

○
総

務
省

は
、

環
境

省
及

び
資

源
エ

ネ
ル

ギ
ー

庁
と

共
同

し
て

、
各

世
帯

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

の
実

態
（
電

力
、

都
市

ガ
ス

、
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
、

灯
油

、
ガ

ソ
リ
ン

等
）
と

耐
久

財
の

保
有

状
況

の
関

係
を

世
帯

属
性

ご
と

に
把

握
で

き
る

よ
う

な
統

計
を

作
成

す
る

。

総
務

省
、

環
境

省
、

資
源

エ
ネ

ル
ギ

ー
庁

平
成

2
1
年

度
か

ら
実

施
す

る
。

○
平

成
2
1
年

全
国

消
費

実
態

調
査

の
耐

久
財

等
調

査
票

に
お

い
て

、
関

連
す

る
調

査
項

目
の

一
部

（
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ト
車

・
電

気
自

動
車

等
）
を

導
入

し
、

調
査

を
実

施
。

○
総

務
省

が
、

環
境

省
と

調
整

を
行

っ
た

上
で

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

に
関

す
る

特
別

集
計

を
行

い
、

2
3
年

度
に

公
表

予
定

。

○
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
関

連
の

一
次

統
計

に
つ

い
て

は
、

既
存

の
公

表
デ

ー
タ

を
精

査
し

、
必

要
性

を
確

認
の

上
、

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

な
ど

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

つ
い

て
の

公
的

な
一

次
統

計
の

作
成

に
つ

い
て

検
討

を
開

始
す

る
。

関
係

府
省

（
農

林
水

産
省

、
資

源
エ

ネ
ル

ギ
ー

庁
）

平
成

2
1
年

度
か

ら
検

討
す

る
。

○
既

存
の

公
表

デ
ー

タ
を

精
査

し
、

公
的

な
一

次
統

計
の

整
備

に
つ

い
て

検
討

し
て

い
る

と
こ

ろ
。

具
体

的
に

は
「
平

成
2
1
年

度
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

導
入

促
進

基
礎

調
査

（
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

統
計

整
備

に
関

す
る

基
礎

調
査

）
」
を

行
い

、
既

存
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

関
す

る
統

計
デ

ー
タ

等
か

ら
、

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
の

普
及

実
績

に
係

る
現

行
の

集
計

方
法

を
分

析
・
評

価
し

た
。

○
２

１
年

度
に

行
っ

た
調

査
内

容
を

踏
ま

え
、

公
的

な
一

次
統

計
の

整
備

に
つ

い
て

引
き

続
き

検
討

を
行

う
。

(５
) 
環

境
に

関
す

る
統

計
の

段
階

的
な

整
備
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項
　

目
具

体
的

な
措

置
、

方
策

等
担

当
府

省
実

施
時

期
平

成
2
1
年

度
中

の
検

討
状

況
又

は
進

捗
状

況
平

成
２

２
年

度
に

実
施

を
予

定
し

て
い

る
施

策
等

○
　

総
合

エ
ネ

ル
ギ

ー
統

計
に

つ
い

て
は

、
政

策
立

案
や

地
球

温
暖

化
対

策
を

実
施

し
う

る
よ

う
、

速
報

値
の

公
表

に
つ

い
て

、
正

確
性

を
確

保
し

つ
つ

、
早

期
化

に
努

め
る

。
そ

の
た

め
、

関
係

府
省

は
、

総
合

エ
ネ

ル
ギ

ー
統

計
の

作
成

に
利

用
す

る
基

礎
統

計
に

つ
い

て
前

年
度

デ
ー

タ
の

速
報

値
を

で
き

る
だ

け
早

期
に

利
用

で
き

る
よ

う
努

め
る

。

資
源

エ
ネ

ル
ギ

ー
庁

、
関

係
府

省
（
林

野
庁

、
経

済
産

業
省

、
国

土
交

通
省

等
）

平
成

2
1
年

度
か

ら
実

施
す

る
。

○
総

合
エ

ネ
ル

ギ
ー

統
計

に
つ

い
て

は
、

１
次

統
計

の
作

成
・
提

供
を

受
け

る
各

府
省

と
の

連
携

の
下

、
統

計
の

正
確

性
に

配
慮

し
つ

つ
速

報
値

公
表

の
早

期
化

に
対

応
。

○
総

合
エ

ネ
ル

ギ
ー

統
計

に
つ

い
て

は
、

１
次

統
計

の
作

成
・
提

供
を

受
け

る
各

府
省

と
の

連
携

の
下

、
統

計
の

正
確

性
に

配
慮

し
つ

つ
速

報
値

公
表

の
早

期
化

に
対

応
す

る
。

○
　

廃
棄

物
及

び
副

産
物

を
把

握
す

る
統

計
の

整
備

に
つ

い
て

、
検

討
す

る
場

を
設

け
る

。

関
係

府
省

（
農

林
水

産
省

、
経

済
産

業
省

、
環

境
省

）

平
成

2
1
年

度
に

設
置

す
る

。
○

関
係

府
省

、
学

識
経

験
者

、
産

業
界

関
係

者
か

ら
な

る
「
廃

棄
物

統
計

の
精

度
向

上
及

び
迅

速
化

の
た

め
の

検
討

会
」
を

設
置

し
、

平
成

2
1
年

1
2
月

よ
り

計
４

回
実

施
し

た
。

そ
の

結
果

、
確

定
値

が
ま

と
ま

る
ま

で
の

間
、

速
報

値
を

算
出

す
る

こ
と

、
統

計
の

さ
ら

な
る

精
緻

化
の

検
討

を
行

う
こ

と
と

さ
れ

た
。

○
関

係
府

省
、

学
識

経
験

者
、

産
業

界
関

係
者

か
ら

な
る

「
廃

棄
物

統
計

の
精

度
向

上
及

び
迅

速
化

の
た

め
の

検
討

会
」
を

平
成

２
１

年
度

に
引

き
続

き
設

置
し

、
平

成
2
2

年
７

月
よ

り
計

４
回

実
施

す
る

予
定

。
○

速
報

値
算

出
に

不
足

す
る

関
連

統
計

デ
ー

タ
の

推
計

手
法

の
検

討
や

精
度

向
上

の
た

め
に

主
な

関
連

統
計

値
の

比
較

と
循

環
利

用
量

の
算

出
構

造
の

整
理

等
を

行
っ

て
い

く
。

○
　

総
務

省
及

び
経

済
産

業
省

と
協

力
し

て
、

環
境

分
野

分
析

用
の

産
業

連
関

表
の

充
実

に
つ

い
て

の
検

討
を

開
始

す
る

。

環
境

省
平

成
2
1
年

度
か

ら
検

討
す

る
。

○
産

業
連

関
表

の
充

実
に

つ
い

て
検

討
を

行
い

、
専

門
的

な
知

見
を

踏
ま

え
た

検
討

及
び

そ
の

た
め

の
予

算
要

求
が

必
要

で
あ

る
と

の
結

論
を

得
た

。
同

結
論

を
踏

ま
え

、
平

成
2
1
年

度
に

産
業

連
関

表
関

連
予

算
の

要
求

を
行

い
、

平
成

2
2
年

度
予

算
を

確
保

し
た

。

○
専

門
家

か
ら

の
意

見
聴

取
を

行
う

と
と

も
に

、
関

係
府

省
と

連
携

し
つ

つ
、

環
境

分
野

分
析

用
の

産
業

連
関

表
の

作
表

方
法

の
検

討
を

行
う

。

○
　

総
務

省
始

め
関

係
府

省
と

協
力

し
て

、
こ

の
数

年
内

に
環

境
に

関
す

る
統

計
と

経
済

社
会

領
域

の
統

計
（
人

口
、

経
済

活
動

、
建

築
、

建
設

物
、

社
会

施
設

等
）
を

地
理

情
報

上
に

結
び

付
け

て
、

領
域

環
境

統
計

を
構

築
す

る
こ

と
の

検
討

を
開

始
す

る
。

環
境

省
平

成
2
1
年

度
か

ら
検

討
す

る
。

○
2
1
年

度
は

、
検

討
の

た
め

、
先

行
事

例
等

の
技

術
的

な
要

素
の

情
報

収
集

を
行

い
、

実
施

策
と

し
て

適
用

可
能

性
の

評
価

を
行

っ
た

。

○
領

域
環

境
統

計
の

構
築

に
関

す
る

機
能

、
デ

ー
タ

仕
様

等
に

つ
い

て
整

理
し

、
利

用
の

た
め

の
検

討
を

行
っ

て
い

く
。

３
　

社
会

的
・

政
策

的
な

ニ
ー

ズ
の

変
化

に
応

じ
た

統
計

の
整

備
に

関
す

る
事

項 (５
) 
環

境
に

関
す

る
統

計
の

段
階

的
な

整
備
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Ⅴ おわりに 

 

○ 第三次環境基本計画を基本として進められている我が国の環境施策を概観すると、「地

球温暖化問題に対する取組」分野については、地球温暖化対策推進法（平成 10 年法律第

117 号）に基づく京都議定書目標達成計画や低炭素社会づくり行動計画が、「物質循環の

確保と循環型社会の構築のための取組」分野については、循環型社会形成推進基本法（平

成 12 年法律第 110 号）に基づく第二次循環型社会形成推進基本計画が、「生物多様性の保

全のための取組」分野については、第三次生物多様性国家戦略のほか、生物多様性基本法

に基づく生物多様性国家戦略 2010 が策定されるなど、近年、各分野における環境施策の基

本的枠組みが充実してきました。 

  また、環境施策全体を対象として、重点的に着手すべき８つの戦略を掲げた 21 世紀環境

立国戦略（平成 19 年６月閣議決定）が策定されており、施策の重点化も進められています。 

  このように、充実が図られてきた基本的な枠組みの下、様々な主体が連携して取組を総

合的に進めるためには、今後、国レベルのみならず、地域レベルでの各施策の基本的枠組

みの充実や、地球レベルでの施策の戦略的な展開も進めるべきです。 

 

○ 各主体の視点では、分野相互間の連携も視野に入れつつ、環境基本計画を基本とした施

策の基本的枠組みの下、当該枠組みの中で設定されている目標を常に念頭に置き、求めら

れている取組を進めるべきであり、特に、国、地方公共団体等の行政主体は、当該目標を

達成するために必要かつ十分な具体的施策を、目標達成に向けた工程とともに立案し、着

実に推進していくべきです。 

  また、国、地方公共団体等の行政主体は、各主体の取組の効果を客観的に評価する仕組

みを構築し、当該評価を通じて、目標達成に向けた各主体の取組を促進するべきです。 

   その上で、全府省を通して、個別の施策や予算が環境基本計画に照らして一貫するよう、

点検し反映する必要があります。 

 

○ 第三次環境基本計画の策定以降のこの４年余の各主体の取組を見ると、進展はみられる

ものの、各分野で未だ多くの課題を抱えている状況にあります。 

  恵み豊かな環境の中で幸福に暮らせる持続可能な社会の実現に向け、環境保全の取組が

着実に進むよう、これまでの点検結果と合わせて、今回の点検結果（特に「今後の政策に

向けた提言」）に示した内容を、各界各層に広く周知するとともに、国、地方公共団体等

の行政主体については、環境基本計画の目標達成に向け、具体的施策に反映し、引き続き、

着実に環境施策を進めていくべきです。 

  また、今後予定されている第三次環境基本計画の見直しにおいては、現下の経済社会状

況の変化を踏まえつつ、これまで４回の点検結果を適切に反映させることが必要です。 
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注釈  

 

Ⅲ ３. 化学物質の環境リスクの低減に向けた取組 

 

（注Ⅲ－３－１）Ｊａｐａｎチャレンジプログラム … 官民連携既存化学物質安全性情報収

集・発信プログラム。産業界と国が連携して、化審法制定以前から製造・輸入されていた

既存化学物質の安全性情報の収集を加速し、化学物質の安全性について広く国民に情報発

信する政策プログラム。 

 

（注Ⅲ－３－２）Ｊ-ＣＨＥＣＫ … 化審法データベース。厚生労働省、経済産業省及び環境省

が、化審法に関する化学物質の安全性情報を広く国民に発信するために作成し、インター

ネット上で公開している。 

 

（注Ⅲ－３－３）ＰＯＰｓ条約 … 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約。環境中

での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化

ビフェニル（ＰＣＢ）、ＤＤＴ等の残留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ：Persistent Organic 

Pollutants）の、製造及び使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正

処理等を規定している条約。日本等条約を締結している締約国は、対象となっている物質

について、各国がそれぞれ条約を担保できるように国内の法令で規制することになってい

る。対象物質については、ＰＯＰｓ検討委員会（ＰＯＰＲＣ）において議論されたのち、

締約国会議（ＣＯＰ）において決定される。 

 

（注Ⅲ－３－４）ＣＣＡ処理木材 … 防腐、防蟻等のため，クロム・銅・砒素化合物系木材防

腐剤（ＣＣＡ薬剤）を注入処理等した木材。 

 

（注Ⅲ－３－５）ＭＳＤＳ制度 … 化管法に基づき、第一種指定化学物質、第二種指定化学物

質及びそれらを含有する製品（指定化学物質等）を他の事業者に譲渡・提供する際、その

性状及び取扱いに関する情報（ＭＳＤＳ：Material Safety Data Sheet）の提供を義務付

ける制度。 

 

（注Ⅲ－３－６）ＷＳＳＤ2020 年目標 … 2002 年の持続可能な開発に関する世界サミットで合

意された「2020 年までに人及び環境への悪影響を最小化する方法で化学物質を生産・使用

する」という目標。 

 

（注Ⅲ－３－７）ＯＥＣＤ/ＨＰＶプログラム … 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）を中心に、国

際的な協力によって高生産量（ＨＰＶ）化学物質の安全性情報を収集する取組が開始され

ており、ＯＥＣＤ/ＨＰＶプログラムは、ＨＰＶ化学物質（ＯＥＣＤ加盟国の少なくとも１

ヶ国で年間 1,000 トン以上生産されている化学物質）について安全性情報を収集し、有害
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性のおそれに係る初期評価を行うプログラムである。 

 

（注Ⅲ－３－８）ＢＡＴ及びＢＥＰ … ＢＡＴ（Best Available Techniques）は「利用可能な

最良の技術」、ＢＥＰ（Best Environmental Practices）は「環境のための最良の慣行」

を意味する。 

 

（注Ⅲ－３－９）ＧＨＳ … ＧＨＳ（Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals）は、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」、

即ち、世界的に統一されたルールに従って、化学品を危険有害性の種類と程度により分類

し、その情報が一目で分かるよう、ラベル表示したり、安全データシートを提供したりす

るシステム。2003 年に国際連合によって採択された。 

 

Ⅲ ５.  環境保全の人づくり・地域づくりの推進 

 

（注Ⅲ－５－１）事例集やデータベースの詳細は、以下を参照。  

◇環境教育・学習情報データベース（ECO 学習ライブラリー）について 

→http://www.eeel.go.jp/ 

（環境省・文部科学省ホームページ） 

◇環境カウンセラーについて 

 →http://www.env.go.jp/policy/counsel/02.html 

（環境省ホームページ） 

 ◇事業型環境ＮＰＯ・社会的企業になるためのポイント集について 

→http://www.geic.or.jp/geic/partnership/index.html 

  （地球環境パートナーシッププラザ・ホームページ） 

 ◇地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアルの参考資料（地方公

共団体における施策事例）について 

  →http://www.env.go.jp/earth/ondanka/sakutei_manual/manual0906.html 

（環境省ホームページ） 

 

（注Ⅲ－５－２）「循環・共生・参加まちづくり表彰」等の詳細は、以下を参照。 

◇「循環・共生・参加まちづくり表彰」について 

  →http://www.env.go.jp/policy/info/sympo_01.html 

（環境省ホームページ） 

 ◇〈参考〉 

全国市長会では、「環境都市の挑戦～都市における低炭素社会に向けたまちづくり事例

集～」を策定し、地域における先進的事例を普及啓発しています。 
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